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平成 25 年度第６回茨木市立保育所の民営化 

に伴う移管先法人選考委員会（下穂積保育所） 

 

議事要旨 

 

 

１ 日 時   平成 25 年７月 30 日（火）午前６時 30 分～７時 35 分 

 

２ 場 所   南館３階 防災会議室 

 

３ 出席者（順不同） 

 (1) 選考委員会委員 

  清水委員、嶋田委員、小田委員、新野委員、吉村委員、松岡委員、 

山本委員、赤土委員、楚和委員 

 (2) 事務局 

佐藤子ども育成部長、中井保育幼稚園課長、小西保育幼稚園課参事、佐々木

保育幼稚園課管理係長、中村保育幼稚園課指導主事、村田保育幼稚園課指導

主事、中山保育幼稚園課職員 

 

４ 案 件 

 (1) 移管先候補法人の選考について 

 (2) 答申（案）について 

 

５ 発言要旨 

 

委員長： それでは、委員の方々が全員お揃いでございますので、ただ今より、

下穂積保育所にかかる、第６回保育所の民営化に伴う移管先法人選考

委員会を開催させていただきます。 

本日は、公私何かとお忙しい中、また、大変お暑い中、ご出席いた

だきまして、誠にありがとうございます。 

本日の案件は、議事次第のとおりでありますが、案件に入ります前

に、報告事項がございます。 

鮎川保育所の移管先法人選考委員会がございますが、そちらの応募

法人の方から、視察ヒアリングをした際に、質疑応答の中で、十分な

回答ができなかったので、補足資料を提出したいという申し出がござ

いました。 
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本来、決められた提出書類とヒアリング、それから、視察の中で判

断するということが原則でございますが、特に、法人の方からは、当

日の質疑応答の中で、委員の皆さま方に与えた心証について、ずいぶ

ん懸念しておられまして、是非にというご意向もあり、公平性の観点

から、他の応募法人にも同じような形で、資料提出のご意向があるか

どうかをお諮りした上で、資料の提出をしていただくという段取りに

させていただきました。 

他方の応募法人からは、資料の提出はございませんでしたので、結果

的には、1法人から、追加的な資料の提出がございまして、事前に、事

務局の方から、各委員のお手元に配布させていただいたという次第にな

っております。 

公平の観点が非常に重要ですので、応募している法人につきましては、

鮎川保育所についても、同じようにさせていただいて、両保育所の民営

化のそれぞれの委員会で、同じような形で、手続きが進むような形には

させていただいております。 

一応、こういう顛末でございますので、ご報告を申し上げますととも

に、異例の取扱いになりましたことを、お詫び申し上げます。 

提出資料については、改めて、質疑や審議の対象とはせず、ただ、法

人の方が、こういう説明でいらっしゃるということは、ご報告をさせて

いただくという取扱いです。 

このような取扱いで、問題点等のご指摘がありましたら、承りたいと

思いますが、異例に属する取扱いになりましたので、詳しく経緯をご説

明させていただきました。もちろん、こういうことがあってはならない

というご指摘があれば、議事録に留めておきたいと思います。 

いかがでございましょうか。 

Ａ委員： 資料を受け取ったと、最初、それを聞いたときに、事務局でヒアリン

グの日と時間というのは、どの法人も一緒だったのですが、一番公平と

いうのは、受け取らないのが一番公平なのかなと、私は、単純に思った

のです。 

その資料を受け取ったことで、私たちの委員会では、出なかった話

で、意見を聴けるのでいいかなと思ったのですけど、透明性がそれで

保たれるのかなということだけが、外部から見たときに、一つの法人

が、後からやりたいと言ってきたから、受け取ってあげるというのは、

せっかく、これだけ皆さんが会議をして、お話を聞いてという時間を

とってきた中で、この法人のだけ受け取ってしまうのか、という疑問



 3

を持たれないかなというところだけが、ちょっとだけ疑問だったので、

この受け取った想いというか、受け取ったことで、ここの委員のより

良い判断ができると思ったのか、どうだったのかなと。 

私だったら、限られた時間内でプレゼンをして、限られた時間内で

質疑応答をするというも、それも一つの能力だと思いますので、すご

く個人的な意見ですけど、それも一つの評価なのかなと思ったのです

けど、どういった想いで、どういった考えで受け取られたのかなとい

うことだけ、少しだけ教えてほしいなと思いました。 

委員長： 大変、ごもっともなご指摘だと思いますけれども、当初、法人の側か

ら申し出があったのは、当日のヒアリング視察の中で、質疑応答の内容

の一部について、苦情を申し立てたいというお話だったのです。 

苦情であれば、全く、初めから受け付けないということはできませ

んので、お話を伺っておりましたが、最終的には、各委員に間違った

心証を与えていないか、非常に強く懸念されるというふうに伺いまし

たので、異例に属することですけれども、そこを正すために、文書で

出さしていただくということになったものです。 

Ａ委員： 当日のヒアリング視察の中で、ちょっと疑問があり、法人から、質問

に対しての苦情があったのですね。 

委員長： 法人からお話を聞く中で、追加的な資料ということになって、事務局

の方でも、そういうことなら、ということで受け取らざるを得ないよう

な形になったのだろうと思いますが、そうなりますと、ご指摘の通り、

同じ時間を配分して、各応募法人には、公平にお話を伺うということに

しておりますので、その点で、問題が生じる可能性があります。 

したがいまして、初めから予定されていなかったプロセスではありま

すけれども、他の応募法人にも、公平性の観点からお声掛けをさせてい

ただいて、それに応じて、本日の委員会に関連するものとして、資料の

追加提出があった訳です。 

形式的には、審議にあたっての時間、資料は、同じ分量と時間を費や

したという形にさせていただいている訳でございます。 

ごもっともなご指摘だとは思いますが、そういう経緯がございまし

たので、ご報告をさせていただいた上で、この間の経緯について、ご

了承いただけますでしょうか。 

各委員： 異議なし。 

委員長： ありがとうございます。 

それでは、本日の案件の審議に入りたいと思います。 
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本日は議事次第によれば、案件が３つございますが、まず(1)の「 

移管先候補法人の選考について」でございます。 

「移管先候補法人の選考について」を議題といたしまして、選考の

方法について、資料が提出されておりますので、説明をお願いいたし

ます。 

事務局： 改めまして、皆さま、こんばんは。 

本日は、公私何かとお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

それでは、まず、配布資料の確認をさせていただきます。 

まずは、会議次第でございます。 

次に、移管先法人を選考していただくための評価表でございます。 

次に、意見交換時における選考結果表のイメージ図でございます。 

 それと、本審査における結果表の公表のイメージ図でございます。 

 これは、既に、ホームページで公表しておりますけれども、予備審

査の結果表をお配りしております。 

 配布資料については、第２回の会議録についても、今回配らせてい

ただいておりますので、また、ご確認をお願いしたいと思います。 

 本日の資料につきましては４点、それと、後ほど、また、ご説明を

させていただきます答申（案）が１枚でございます。 

 配布資料については以上でございます。 

それでは、まず、本審査の評価表をご覧ください。 

こちらにつきましては、下穂積保育所におけます応募法人のうち、

本審査の対象法人といたしまして、現地視察及びヒアリングを実施し

ました２つの法人から、各委員の皆さまが、移管先候補法人として、

より優良な法人を１つ選考していただくこということになります。 

より優良な移管先候補法人だとご判断いただいた法人名の右側、選

考結果欄に、丸印を記入していただきますよう、お願いいたします。 

その結果表をまとめたものが、意見交換時のイメージ図でございま

す。 

これは、選考結果に基づきまして、各委員の皆さまが、何故、この

ようなご判断をされたのか、意見交換をしていただくために、法人名、

各委員の皆さまのお名前を記載したものでございます。 

公表にあたりましては、先ほどの公表のイメージ図をご覧ください。 

こちらにつきましては、移管先法人として、選考された法人名は公

表いたしますけれども、選に漏れた法人名及び各委員の皆さまのお名
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前は、アルファベットにて表記しております。 

また、選に漏れた法人名につきましては、予備審査の整合性を図る

ため、「Ｂ」又は「Ｃ」法人として、表記しております。 

この整合性といいますのは、予備審査の結果表をご覧いただければ、

既に、これはホームページで公表しているのですが、Ａ法人がその選

に漏れたということを公表させていただいており、Ｂ、Ｃ法人が本審

査の対象となっておりますので、本審査の結果表につきましても、法

人名をＢ又はＣとしているものでございます。 

選考方法についての説明は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長： ありがとうございました。 

ただ今の資料説明について、ご質問や疑問の点、ご意見などござい

ませんでしょうか。 

こういう形で公表されますので、委員の名前は公表されませんけれ

ども、ご了承いただければというところでございます。 

各委員： 異議なし。 

委員長： それでは、案件「(2) 答申（案）について」の原案を示していただ

いており、どちらも関連する案件でございますので、引き続き、説明

をお願いいたします。 

事務局： それでは、答申（案）についても、引き続き、ご説明をさせていただ

きたいと思います。 

まず、この度の選考委員会については、本市の附属機関設置条例に基

づき、設置する選考委員会である旨、第１回目の会議におきまして、ご

説明をさせていただきました。 

また、同条例第２条に定める別表に、その担任する事務の定めがござ

いまして、その担任する事務に基づいて、慎重にご審議をいただき、移

管先候補法人を選考していただいたことを記載しております。 

選考の結果につきましては、答申書として、当選考委員会の委員長か

ら市長に報告をしていただくことになりますので、それが、この答申

（案）でございます。 

答申（案）の内容としましては、まず、選考の結果といたしまして、

移管先候補法人名を明記すること、また、なお書き以降につきましては、

本選考委員会からの意見といたしまして、選考結果を最大限尊重するこ

とをはじめ、子どもたちへの環境の変化を最小限に止めることや、保護

者の不安の解消に誠意をもって対応すること、さらには、移管後におい
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ても、移管条件の適切な履行と保育の質の向上が図られるよう、継続的

な確認及び支援を明記しております。 

これらについては、民営化基本方針に定める内容でもございまして、

また、これまでご審議をいただいた中でも、保育の質の向上などについ

ては、各委員の皆さまからも、ご意見をいただいていた部分であるとい

うふうに考えております。 

なお、この後の選考結果における、各委員の皆さまの意見交換の結果、

更なるご意見を付して、答申していただくことも可能であると考えてお

りますので、答申（案）の内容も合わせて、ご審議いただければと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長： ありがとうございました。 

本日の案件(1)で、委員さんからの選考結果が得られた後、案件(2)

の審議に入りたいと思います。 

すなわち、委員会から市長への答申という形になる訳ですが、これ

はあくまでも、委員の結論が得られた後の手続きになります。 

よって、本日の委員会での選考の結果、その後、どういう形で市の

方へ、当委員会の意思が提出されるかというところまでのイメージを、

資料の形で、一連のものとしてご説明いただいた訳でございます。 

答申（案）の内容については、案件(2)で、結果が得られた後に、詳

細にご審議をいただきたいと思っております。 

案件の(1)に戻りまして、選考でございますが、選考の結果を表示す

る用紙及びその公表の様式、ご異論ございませんでしょうか。 

各委員： 異議なし。 

委員長： ありがとうございます。 

それでは、選考に先立ちまして、これまでの書類審査、視察、ヒア

リングなどを踏まえまして、これを選考基準に基づき、総合的に、選

考していただくことになる訳でございますが、選考項目、選考基準に

ついて、これまでの資料や視察と突き合わせまして、何か疑問の点や

気になる点、評価が困難である、迷っているというような点、こうい

ったことに関連して、選考に入る前に、意見交換の機会を設けるとい

うお約束になっておりましたので、ただ今から、意見交換をさせてい

ただきたいと思います。 

ただし、選考前でありますので、委員の皆さま方が選考に至った具

体的な内容・評価をご報告いただくという訳ではなく、あくまでも、
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評価に迷う点などについて、他の専門の委員のご見解を聞く機会とし

て、ご利用をいただきたいというふうに考えております。 

委員の皆さまから、何か事前に意見交換という形で、ご発言があり

ますでしょうか。 

Ｂ委員： これは、自分で判断をしたという、どういうことを考えたかというよ

うな個人的な見解を、皆さまの前に、お知らせするということでよろし

いでしょうか。 

委員長： ということではなく、選考に、今から入る訳ですけれども、具体的な

選考をするにあたって、確認をしておきたい点とか、各専門の先生方が

おられますので、その先生に、詳細な点について聞いておきたいとか、

そういった趣旨で、意見交換という場を設けております。 

選考の後、また、集計表をご覧いただいて、選考した結果について

の意見交換は、時間を別に取りたいと思っております。 

Ｂ委員： それでは、Ｃ委員に一つ、お聞きしたいのですが、実際、公立の保育

所を民営化するということで、保育所は、行政が責任を持って保育に応

えるということで設置したものですので、絶対的に、潰れるようなこと

があってはならないということです。 

そういう意味で、経営的に、人件費を切り詰めているというところ

と、それを何とか今度は、増やしていかないといけないという話、一

方、歴史があるというか、長くやっていて一定の蓄積がある、また、

他の事業もやっていて、経理的にということを考えたときに、安定性

や継続性とかいった場合に、はっきり差があるように、私は、思うの

ですが、建て替えという問題が、次に出てきますね、下穂積保育所に

ついては、40年近く経っているので。 

そういう時に、それに対する原資の確保ということは、会計資料か

ら見て、どのようにお考えでしょうか。 

Ｃ委員： 大体、今のご質問の趣旨は、安定性という部分だと思いますが、今後、

施設整備で500万の補助金が出ることにもなっておりますけれども、ど

の程度の設備投資、その辺は、推察にはかなわない訳ですけれども、そ

の意味で申せば、社会福祉法人の会計ルールの中で、蓄積がどれだけ厚

いか、これは一見、言うまでもないところでございます。 

その中で、移管後、受け入れられた法人が、適切な運営費の運用、

いわば入所児童への処遇の問題、それから、また、３年ぐらいのステ

ップで施設整備、逐次、緊急を要するものから進めていくということ

になろうかと思います。 
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したがって、運営費の配分をどのようにし、施設整備のための、今

後の蓄積をどのようにしておけばよかったのかなど、その辺は、初年

度運営という部分で、目一杯考えられたのかなとは思います。 

ですから、あえて財務的な強度でいけば、明らかにＢ法人だと思い

ます。 

ただし、Ａ法人の良さも、委員の方々の心に届いておるものも十分

あるかと思いますので、その程度の回答ということでさせていただき

ます。 

委員長： よろしいでしょうか。 

他の委員さんからは、何かご発言おありでしょうか。 

Ｄ委員： 最終選考になってきて、選考する上で、緊張する思いです。 

前年に、東幼稚園を保育所にするということで入らせてもらったの

ですが、その時は、沢山の法人の応募があって、見比べができて、比

較もできて、意外とラフな感じで入れたのですが、今回、２か所しま

すけれども、２つの法人を選考していて、二者択一となっていまして、

その中で、非常に緊張するなというのが、素直な感想であります。 

その中で、Ｂ委員から話があったのですが、私は、何故、この立場

で委員として入っているかというのは、行政側という立場で入ってお

ります。 

この民営化というのは、ご存じのとおり、公立保育所をうまく引き

継いでやっていただく、そこがベースになります。 

そうすると、どんな視点が大事なのかなと思っていると、やはり、

経営の基盤というところが、どうしても、私なりに重要視していると

ころであります。 

どちらがどうのというのは、説明を受けていただいていますので、

各委員のご判断だとは思いますけれども、やはり、行政としたら、今

の公立保育所をきちっと引き継いでほしい。保育の色んな考え方はあ

りますけれども、その中で引き継いでほしいと思います。 

それが、一つの経営基盤であったり、また、一番大事なことは、保

育士の確保、Ａ法人もＢ法人も、それぞれの手法で確保されると思い

ますけれども、その辺りをどう確保されるのか。 

ですから、ヒアリングの時、私は、その辺りを聞かせていただいた

ということもあり、それを決め手として、判断していこうかなと思い

ます。 

それぞれの立場で入っていただいておりますので、色々な考えはあ
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ると思いますが、今のベースを引き継ぎながら、さらに、民営化をし

て、色々なことはあるでしょうけど、実際アンケートを取ると、民営

化して満足度が上がっているという答えもありますので、そういうふ

うになってほしいと思います。 

それは何かというと、やはり、引き継いだ後も、普通に運営するの

ではなく、バージョンアップしてもらう、そういうことがないと、満

足度が上がらないのかなと思います。 

その辺りで、書類の選考の時がベースになってしまうのですが、経

営の基盤とか保育の確保、この辺りを決め手とさせてもらおうかと、

思っているのです。 

今、選考前なのですが、皆さんの中で、これが決め手だというのが、

もし、意見交換できるのであれば、ありがたいなと思います。それは、

意見交換の後にさせていただいてもいいのですが。 

私はこういう考えで選考します、ということを、意見交換できるの

であれば、ありがたいなと思います。 

それは、終わってから、名前も公表してからやりましょうというこ

とでしたら、それはそれで構わないと思います。 

委員長： いかがでしょうか。 

必ずしも判断に迷う点だけではなく、自分が判断にあたってどうい

う点を重視するかという意見表明であっても差し支えないということ

で、そういう発言であっても、皆さま方、よろしいでしょうか。 

選考前は予断を与えてしまいますので、控えた方がいいというご意

見もあろうかと思うのですが、あまり、そういう御心配がないようで

あれば、ご提案もありましたので、もし、強調したい点をご表明いた

だけるのであれば、ご発言いただければと思います。 

Ｅ委員： 移管後にスムーズに保育できるということが、一番重要だと思うので

すが、保護者も子どもも、負担がないようにということで、新しいこと

を決めていくことになると、保護者の意見がバラバラなので、まとまり

がしにくいから、今の保育所に変化がないというふうに判断して決めて

いこうと思います。 

Ｆ委員： 私自身は、公立から民間にスムーズにということは、今もおっしゃっ

たように、子どもたち、保護者の方たちがスムーズに引き継ぐという安

心感、それは一つ大事なことだと思います。 

もう一つは、保育の質というところで、私は見させていただきたい

なという考えがあります。 
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何故ならば、朝７時から夕方７時まで、子どもたちは保育所で12時

間、長い時間を過ごす訳です。 

その中で、保育の形態とか、子ども自身の安心感・信頼感と、安心

して、そこが居心地の良い環境であるかどうかなど、特に、乳児保育は、

一人ひとりの育ちという部分が基盤となって、集団として成っていくと

いう、乳幼児期のとても大事なところだと思います。 

例えば、子どもが、生活や遊びの中で、自分が主体的に生活できる

保育を、どういうふうに保育士たちが考えているか、子どもたちへ関わ

りとか、その辺りのことは、今回のプレゼンテーションの中でも見させ

てもらって、保育の質というところを大事にしたいなと思っております。 

Ａ委員： 民営化が発表されてから、過去に８園、民営化されましたので、８園

の民営化の資料とか、民営化するまでと、した後など、非常に参考にな

り、茨木市の財産だなと思いまして、民営化の三者協議会であるとか、

色々な資料を読んだのです。 

その中で、今までここで言ったことはなかったと思うのですが、私

は民営化してほしくないです。 

でも、してほしくないという気持ちを我慢して、それでも、今、目

の前の子どもたちを幸せにするには、やはりスムーズに移管させないと

いけない。そのジレンマで、私は、半年非常に悩みました。 

民営化してほしくないのに、民営化を成功させなければならない。 

民営化してほしくないのに、民営化した後のアンケートでは、ほぼ

100％の満足を得たという、親のアンケートしか取れないので、本当は、

子どもに聞いてほしいと思いますけれども、その中で、過去どうだった

のかなと調べていった時に、受け入れた先の法人が、各種色々なことを

されていて、色々な特徴があってというのは、とても良いことではある

のですが、それは、私たちにとって良いことかどうかというのは違いま

す。 

自分の子どもの保育に対する想いとマッチしているかどうかとは違

うけど、そこで争っても仕方がないという考えに至りました。法人に対

して怒ってはいけないのだと、だったら、どうすればうまくいくか。 

民営化の後には、民営化した法人の想いに保護者が合わせていくと

いうことが、恐らく、一番うまくいく方法だろうと思いました。 

なので、どうやったらうまく馴染んでいけるのかなと、過去を見る

と、やはり、基本理念とか、保育園の想いが、公立と非常に似ていると

いうのが、答えだと思いました。 
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過去８園の中の、色んな人に話を聞いたり、調べた中で、スムーズ

に移管していくというのは、そういうことなのだと、だから、方針とし

ては、まず前提に、公立に保育の理念が近いところを選ぶ。 

そして、保育の理念が近いところであれば、民営化した後は、これ

は変えるな、あれは変えるな、ということを言わずに、保護者としても

協力して合わせていくというふうに、下穂積保育所としては、方針を立

ててここまでやってきたので、半年間の葛藤と、反対なのにうまくいか

せないといけない、ということを振り返った時に、やはり、決め手とな

るのは、いかに理念が近いかということです。 

なので、私は、保育の質が高いと感じるところを、選ばせてもらお

うかなと思っています。 

委員長： ありがとうございます。 

銘々の重視すべき点などのご発言はございませんでしょうか。 

Ｇ委員： まず、トップになる方の考えというのが、非常に大事だと思います。 

理事長とか、新たに施設長になられる方のキャリアとか、よく理解

している人かということが非常に大事だと思います。 

経営基盤については、普通程度であれば、よろしいのではないかと

思います。 

それよりも、施設長とか理事長の考えとか、保育の内容とか、情熱、

チャレンジ精神、そういったものを考えて決めたいと思います。 

委員長： 他の委員さんから、特にご発言ございませんでしょうか。 

あるいは、ただ今、表明いただいたご意見について、もう少し詳し

くお聞きになりたいといったようなコメントでも結構です。 

Ｄ委員： 色々なご意見いただきまして、ありがたいなと思います。 

それぞれの方は、それぞれの立場をもって、今、心の内を話してい

ただいたので、そのとおりかなと思います。 

立場ごとの基準という判断があって、どの委員も、その考えで選ん

でいただいているのだなと思います。 

あとは選考で、それが表れるのかなと思います。 

委員長： 私の場合は、マネジメントの力です。 

それぞれ各委員が強調されているのは、移管の円滑とか、財政的な

安定性という課題に、いかに取り組むかということだとは思いますけ

れども、移管後も色々な問題が出てくるとは思います。これから様々

な困難に遭遇するときに、それを一つひとつ処理して、課題を解決し

ていく力がどちらにあるかというような観点を、私の場合は重視した
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いと思っております。   

それでは、この意見交換は、ほぼ意見が尽きたように思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

最後に、何かご発言ございませんでしょうか。 

特に、無いようでございましたら、移管先候補法人の選考に入りた

いと思います。 

それでは、具体的なやり方は、本日、資料として提出されておりま

す評価表に、委員名をお書きいただいた上で、選考結果のところに、

移管先として適切だと思う法人の方に、丸を付けていただく、という

形で選考をお願い致したいと存じます。 

各委員： 【選考】 

委員長： それでは、選考結果を事務局で集約していただいている間、休憩とい

たします。 

     【休憩中】 

事務局： 【選考結果を配布】 

委員長： それでは、委員会を再開いたします。 

各委員のお手元に、選考結果表が配布されました。 

各委員の皆さま方、今一度、自らがお書きになった選考結果が間違

いなく反映されているかどうか、ご確認願います。 

問題ございませんでしょうか。 

それでは、当選考委員会といたしましては、結果表のとおり、下穂

積保育所の移管にあたりましては、「社会福祉法人 耀き福祉会」を

移管先候補法人とするという結果になりました。 

お約束のとおり、この結果について、選考後の意見交換をしたいと

思いますが、その前に、資料説明にございましたように、当委員会か

ら、選考の結果を市長に対して答申するという手続きがございますの

で、答申書（案）について、ここで、もう一度お目通しをいただいて、

この原案でよろしいかどうか、ご確認をいただきたいと思います。 

内容は、先ほど、ご説明をいただいたとおりでありまして、「記」

の下に、法人名が記載されます。 

その下に、なお書きで、こういう結果になったけれども、最終的に

移管先を決定するのは、市の方でございますので、委員会としての意

見をできるだけ反映して下さい、あるいは、移管を進めるにあたって、

こういう点に御留意くださいというような文章が、続いている訳でご

ざいます。 



 13

これは、事務局で、あらかじめ考えていただいた答申（案）ですけ

れども、それ以外のことで、当委員会として強調すべきことなどがあ

れば、修文することも、もちろん可能でございます。 

何か、ご提案などございましたら、この機会にお受けしたいと思い

ますので、積極的に、ご提案願いたいと思います。 

答申（案）自体に、ご質問はございませんでしょうか。 

それでは、答申（案）を見ながらで結構でございますが、選考結果

に関しての意見交換を行いたいと思いますので、ご意見のある各委員

は、ご発言いただきたいと思います。 

Ｄ委員： 選考の前にお話しさせてもらって、予想していたとおりだなと、正直、

思っています。 

それぞれの立場の方が、先ほど、想いを話していただいたので、や

はり、保育の質の話とか、マネジメントの話とか、長になられる方の熱

意とか、ヒアリングした時は、私もそんなことを思っていたのですが、

２つの法人の視察に行きまして、ヒアリングで直に伝わってくる部分と、

実際に、子どもたちが動いている様子、保育されている様子の部分、ま

た、応募書類の内容という部分、それぞれ違いがあったと感じています。 

その中で、私は、最終的に、応募書類の内容を重んじました。 

それはちょっと違うのではないかとお思いかと思いますけれど、や

はり、応募書類は確かで、やはり、これからの保育に応えるためには、

それなりの経営基盤がいるのかなと思いました。 

新しいことに応えていく、保護者のニーズに応えていく、子どもに

接していく、そういう部分で、経営基盤を重要視しました。 

それと、現在、保育士の確保が難しいという状況もあり、法人から

も、そういうお話がありましたので、そういう部分も考慮して、判断

しました。 

実際、視察・ヒアリングを通じて、良いと感じた部分もありました

が、もう一度、帰って書類を見てみたら、やっぱりこっちだなという

ことで選びました。 

Ｃ委員： 私が、最終、こちらを選考させていただいたのは、やはり、経済的な

安定性です。 

それと、次に、私の重要な選考基準になったのは、現在の運営状況

です。 

例えば、どこの企業でもそうなのですけれど、10億の規模の会社運

営から、いきなり100億の会社運営というのは、あり得ないと思ってい
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ます。従業員も経営者も、ついていけないと考えています。 

私は、確かに、経営基盤の問題は、非常にウエイトが大きかったで

すけど、次に大きかったのは、やはり、現在、経験されている部分と、

これから経験される部分、いわば、50人規模の事業所と150人規模の事

業所では、次に、130人規模の施設運営となったときの対応能力が、違

うのではないかと、私は思っています。 

ですから、決め手になったのは、訪問させていただいて、○○○○

会は、理事長をはじめ、キャリアの長い方々がいらっしゃって、保育と

いう視点からは、専門家ではないですけれども、良いと思いました。 

ただし、もっと厳しいものがあるのではないかなというのが、私の

判断させていただいた要素でございます。 

Ａ委員： 私自身の、委員会全体の感想から言わせていただきます。 

インターネットという便利なものがありますから、この半年間、本当

に、色々な資料を読みました。 

この委員会に入るまでは、委員会というものを非常に疑っていました。

なんて黒くて、不透明なのだろうと。 

でも、一番、ここに来てよかったなと思ったのは、各委員が、私たち

の子どもだけではなくて、茨木市の先のことを見通した立場の方がいた

り、会計を見られる方がいたり、福祉に関わっていらっしゃる方など、

皆さんいらっしゃって、各委員が真剣に考えてくれているなというのを

肌で感じられたことが、私は、ここの立場に居られて本当によかったし、

幸せだったなと思います。 

各委員がおっしゃられること、非常によく分かって、私も一面からし

かものを見ていないんだなということを思ったのですが、ただ、私は、

親の立場として、我が子を一番に見てしまうというのは、分かっていた

だけていると思うのですが、我が子のことを考えたときに、子どもを育

てていくというのは、やはり、方針・方法論とか、いっぱいあると思う

のですが、どれが正しいというのはないですよね。 

どんな育て方をしたら、その子が幸せなのかとか、どんな性格になる

のかというのは分からないけれど、それでも、やっぱり、親は必死で、

その子のために、保育環境であるとか、教育環境というものを、自分の

判断で、環境を与えていくということをしている中で、それは、やはり、

良い悪いではなくて、信仰にも近い気持ちなのです。 

そういう気持ちを持って、委員をしていたのですが、各社会福祉法人

は、色々な保育園で、色々な方針で運営されているというのは、全部良



 15

いと思うのです。 

全部良いと思うのですが、それが自分の想いにマッチしているかとい

うところを、無視されては困るなというところが、非常に思っていたと

ころなので、保育について熱心に喋りましたし、想いを伝えてきたとい

うことで、私は、選ばせてもらいました。 

でも、ここに入って、自分の気持ちが、本当に納得しました。 

この委員会というのは透明だなと思いました。以上です。 

委員長： 他の委員さん、いかがでしょうか。 

最後の感想でも結構ですが。 

あるいは、今、ご発言いただいたような、将来への懸念のようなも

のを、市長への答申（案）に追記すべきようなことはございませんでし

ょうか。 

Ｈ委員： 書類を見せていただいた段階では、きちんと書類が整っているところ、

キャリアも経営歴も長く、いくつもの種類の福祉関係の施設を運営して

おられる、これは、制度政策、マクロで見れば、こちらだなと、最初は

思ったのです。 

ところが、現場に行って様子を見せていただいたこと、それから、

保護者の方たちの熱い想いをお聞かせいただいたこと、その時に、私

は、どちらの立場に立てばいいかということで、随分、悩みました。 

おそらく、Ｄ委員とか行政の立場の方は、制度政策の方で、選ばれ

るであろうということは、予測をしておりました。 

私は、学識経験者兼研究者という立場で加わったときに、どちらの

立場に立つべきかということで、悩みました。 

結局、やはり、本当に利用される子ども、保護者が納得される法人

でなかったらと、後々のことも考慮いたしました。 

そのようなところで、やはり、経営面とかは、これから少し苦心を

されるかも分からないですけれども、委員長がおっしゃったように、

マネジメントをしていく、実際に、子どもや保護者の方たちと、うま

く関係を作って運営していける、そちらの方を重視すべきだなという

方に立たせていただきました。 

Ａ委員： 過去、新しい園に対しての、保護者の関わり方というのが、全て協力

的だったかというと、協力的ではないなと感じるところも、多々ありま

した。 

過去の民営化園では、保育園の先生が変わるとか、そういった問題も

たくさん出てきていたと思うのですが、私たちは、恐らく、それはしな
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いということを最初に決めて、どんな園になっても、子どものためにな

るというのは、その園に協力していくことではないですかということを

話し合って、そこの方針を固めてきたので、自分たちの方針の中でスム

ーズになったし、新しい園に対して、出来る限り、協力していくという

ことなので、保育士が辞めてしまうとか、数が足りないとか、そういう

ことも、保育士が変わるということも、保護者側からの問題で起こるこ

とは避けていきたいと思っています。 

以上です。 

委員長： ただ今、議題は案件の(2)でございますけれども、最終的に、この答

申（案）でよろしいかどうか、確認をしていただきたいと思います。 

では、最後に、一度、朗読していただきましょうか、確認のために。 

事務局： 茨木市立下穂積保育所民営化移管先候補法人選考結果。 

対象市立保育所名、市立下穂積保育所。 

移管先候補法人名、社会福祉法人耀き福祉会。 

なお、市長におかれましては、本選考委員会の選考結果を最大限に

尊重され、民営化による子どもたちへの環境の変化等を最小限に止める

とともに、関係保護者の不安の解消に、誠意をもって取り組んでいただ

き、民営化の実施が、茨木市の子どもたちや保護者をはじめ、市民福祉

の向上につながるよう、最大限の努力を傾注していただくことを切望い

たします。 

また、引継期間中をはじめ、移管後におきましても、移管条件の適

切な履行と保育の質の向上が図られるよう、継続的な確認と支援をお願

いいたします。 

委員長： ありがとうございます。 

なお書き以降には、移管後も、市の方から、ご支援をいただくという

ことを示しています。 

選考後の意見交換及び答申（案）について、ご意見はございません

でしょうか。 

交換すべき意見はないということで、よろしいでしょうか。 

答申（案）についても、これでよろしいでしょうか。 

各委員： 異議なし。 

委員長： それでは、この答申（案）を当委員会の答申書として、決定させてい

ただきます。ありがとうございます。 

本来ですと、選考委員会から市長に、直接、お渡しすべきところな

のですが、本日、市長は、ご公務でご欠席でございますので、当選考委
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員会の委員でもございます、楚和副市長の方に、委員長の私から、答申

書をお渡しさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。 

各委員：異議なし。 

委員長： それでは、答申書そのものを作っていただく間、休憩とさせていただ

きます。 

【休憩中】 

事務局： 【答申（案）の配布】 

委員長： それでは、委員会を再開いたします。 

お手元に、答申書が配布されましたので、早速、楚和副市長に、答

申書をお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【答申書の手交】 

委員長： それでは、下穂積保育所の民営化に係る移管先法人選考委員会の閉会

にあたりまして、楚和副市長からご挨拶をいただけるとお聞きしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

副市長： 【あいさつ】 

委員長： ありがとうございました。 

それでは、６回にわたりました委員会を、これで終了させていただき

たいと思います。 

予定どおり、答申に至りましたのは、各委員の皆さま方のご協力の賜

物でございます。 

委員長として、各委員の皆さまにお礼を申し上げます。 

どうもありがとうございました。 

移管先は、事実上決まりましたが、これは民営化の第一歩です。これ

からが本番ということになろうかと思います。 

保護者の委員の方、それから事務局の方々はもちろんのこと、各委員

の皆さまにおかれましても、それぞれのお立場で、今後とも、移管後の

下穂積保育所について、ご協力を賜りますように、最後にお願い申しあ

げまして、お礼の言葉に代えさせていただきます。 

これをもちまして、当委員会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 


